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令和７年度土工構造物点検及び防災点検の効率化技術導入促進業務

支出負担行為担当官
九州地方整備局長　垣下　禎裕
〒８１２－００１３　福岡市博多区博多駅東２－１０－７　福岡第二合
同庁舎７階

令和7年8月4日 （一財）土木研究センター 6010505002096
会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号 － 24,959,000 －

ＪＲ鹿児島本線　笹原駅～南福岡駅間　諸岡井尻歩道橋　外３橋における橋
梁点検

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　福岡国道事務所長　金　井　仁　志
福岡市東区名島３丁目２４－１０

令和7年8月18日 九州旅客鉄道（株） 6290001012621
会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号 － 7,367,000 －

国道５７号宇土地区外豪雨時交通規制外（その１）作業
分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　熊本河川国道事務所長　和田　賢哉
熊本県熊本市東区西原１丁目１２番１号

令和7年8月12日 三洲建設（株） 6330001013111
会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号 － 2,665,300 －

国道５７号宇土地区外豪雨時交通規制外（その３）作業
分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　熊本河川国道事務所長　和田　賢哉
熊本県熊本市東区西原１丁目１２番１号

令和7年8月12日 （株）吉田企業 9330001013133
会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号 － 4,581,500 －

国道３号八代地区豪雨時交通規制外（その１）作業
分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　熊本河川国道事務所長　和田　賢哉
熊本県熊本市東区西原１丁目１２番１号

令和7年8月12日 （株）江川組 6330001013838
会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号 － 3,058,000 －

緑川１地区緊急調査業務
分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　熊本河川国道事務所長　和田　賢哉
熊本県熊本市東区西原１丁目１２番１号

令和7年8月12日 （株）熊本建設コンサルタント 6330001001405
会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号 － 2,552,000 －

緑川２地区緊急調査業務
分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　熊本河川国道事務所長　和田　賢哉
熊本県熊本市東区西原１丁目１２番１号

令和7年8月12日 （株）水野建設コンサルタント 9330001004495
会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号 － 2,464,000 －

御船川緊急調査業務
分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　熊本河川国道事務所長　和田　賢哉
熊本県熊本市東区西原１丁目１２番１号

令和7年8月12日 （株）ＡＲＩＡＫＥ 3330001000228
会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号 － 3,058,000 －

白川１地区緊急調査業務
分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　熊本河川国道事務所長　和田　賢哉
熊本県熊本市東区西原１丁目１２番１号

令和7年8月12日 （株）旭技研コンサルタント 8330001000140
会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号 － 2,057,000 －

国道２０８号熊本地区外豪雨時交通規制外（その１）作業
分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　熊本河川国道事務所長　和田　賢哉
熊本県熊本市東区西原１丁目１２番１号

令和7年8月12日 （株）池田建設 2330002029647
会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号 － 3,724,600 －

国道２０８号玉名地区豪雨時交通規制外（その１）作業
分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　熊本河川国道事務所長　和田　賢哉
熊本県熊本市東区西原１丁目１２番１号

令和7年8月12日 （株）中川組 1330001011474
会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号 － 2,410,100 －

九州新幹線新八代・新水俣間１２３８ｋｍ９７０ｍ付近浜崎橋の橋梁点検
分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　八代河川国道事務所長　飯島　直己
八代市萩原町１－７０８－２

令和7年8月26日 九州旅客鉄道（株） 6290001012621
会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号 － 8,309,000 －

八代河川国道事務所広報活動支援業務
分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　八代河川国道事務所長　飯島　直己
八代市萩原町１－７０８－２

令和7年8月7日
株式会社ＫＡＳＳＥ　ＪＡＰＡＮ
熊本県熊本市中央区花畑町４番３号

8330001024049
会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号（企画競争） 3,993,000 3,993,000 100.00%

一般国道１０号鴛野地区電線共同溝に伴う既存ストック部通信系本体管路
工事

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
大分河川国道事務所長　谷川　征嗣
大分市西大道１丁目１番７１号

令和7年8月7日 エヌ・ティ・ティ・インフラネット（株） 2010001063299
会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号 － 39,358,880 －

令和７年度国道１０号住吉道路（土器田東横穴群）埋蔵文化財発掘調査委
託業務

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　宮崎河川国道事務所長　大嶋　一範
宮崎市大工２丁目３９番地

令和7年8月1日 宮崎県 4000020450006
会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号 － 19,092,690 －

令和７年度災害協定に基づく応急対応（その８）作業
分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　宮崎河川国道事務所長　大嶋　一範
宮崎市大工２丁目３９番地

令和7年8月7日
富岡建設株式会社
宮崎県日南市大字平山２２９２番地４

3350001009473
会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号 2,354,000 2,354,000 100.00%

令和７年姶良市給水支援作業
分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　宮崎河川国道事務所長　大嶋　一範
宮崎市大工２丁目３９番地

令和7年8月9日
龍南建設株式会社
宮崎県宮崎市大字本郷南方１８５７－３

2350001002181
会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号 2,673,000 2,673,000 100.00%

Ｒ７大隅河川国道事務所管内不動産鑑定評価業務
分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　大隅河川国道事務所長　平　田　　　遼
鹿児島県肝属郡肝付町新富１０１３－１

令和7年8月22日
株式会社泊法務鑑定事務所
鹿児島県鹿児島市真砂町４８番２号鑑定ビル２階

6340001013028
会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号（企画競争） 2,000,900 2,000,900 100.00%

単価契約
予定調達総額　2,000,900円

令和７年度加治木維持出張所管内応急対応作業（その３）
分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　鹿児島国道事務所長　瀬　戸 　祐　介
鹿児島県鹿児島市浜町２番５号

令和7年8月8日
鎌田建設株式会社
鹿児島県国分市敷根１４１

1340001007199
会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号 7,480,000 7,480,000 100.00%

令和７年度加治木維持出張所管内応急対応作業（その５）
分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　鹿児島国道事務所長　瀬　戸 　祐　介
鹿児島県鹿児島市浜町２番５号

令和7年8月8日
丸福建設株式会社
鹿児島県鹿児島市易居町４番３号

4340001004037
会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号 2,530,000 2,530,000 100.00%

令和７年度加治木維持出張所管内応急対応作業（その７）
分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　鹿児島国道事務所長　瀬　戸 　祐　介
鹿児島県鹿児島市浜町２番５号

令和7年8月8日
南生建設株式会社
鹿児島市平之町８－１３

2340001003131
会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号 8,932,000 8,932,000 100.00%

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）
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公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

令和７年度加治木維持出張所管内応急対応作業（その４）
分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　鹿児島国道事務所長　瀬　戸 　祐　介
鹿児島県鹿児島市浜町２番５号

令和7年8月8日
福永建設株式会社
鹿児島県姶良市加治木町反土１６番地３５

9340001007992
会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号 13,970,000 13,970,000 100.00%

令和７年度加治木維持出張所管内応急対応作業（その２）
分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　鹿児島国道事務所長　瀬　戸 　祐　介
鹿児島県鹿児島市浜町２番５号

令和7年8月12日
ヤマグチ株式会社
鹿児島県霧島市牧園町宿窪田１９６０番地

9340001007621
会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号 9,350,000 9,350,000 100.00%

令和７年度加治木維持出張所管内応急対応作業（その１）
分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　鹿児島国道事務所長　瀬　戸 　祐　介
鹿児島県鹿児島市浜町２番５号

令和7年8月12日
株式会社渡辺組
鹿児島県鹿児島市武２－４－１

5340001004663
会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号 8,283,000 7,535,000 90.97%

令和７年度鹿児島維持出張所管内応急対応作業（その１０）
分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　鹿児島国道事務所長　瀬　戸 　祐　介
鹿児島県鹿児島市浜町２番５号

令和7年8月21日
株式会社久保技建
鹿児島県鹿児島市吉野町２１１９－１

1340001001482
会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号 2,750,000 2,750,000 100.00%

令和７年度加治木維持出張所管内応急対応作業（その９）
分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　鹿児島国道事務所長　瀬　戸 　祐　介
鹿児島県鹿児島市浜町２番５号

令和7年8月21日
福永建設株式会社
鹿児島県姶良市加治木町反土１６番地３５

9340001007992
会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号 5,962,000 5,962,000 100.00%

令和７年度災害復旧国道１０号日木山外監視カメラ設置
分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　鹿児島国道事務所長　瀬　戸 　祐　介
鹿児島県鹿児島市浜町２番５号

令和7年8月8日
株式会社福重電工
鹿児島県薩摩川内市青山町４０８９番地１

5340001008672
会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号 2,640,000 2,640,000 100.00%

令和７年度鹿児島維持出張所昇降機部品取替
分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　鹿児島国道事務所長　瀬　戸 　祐　介
鹿児島県鹿児島市浜町２番５号

令和7年8月7日
日本オーチス・エレベータ株式会社
福岡県福岡市博多区博多駅南一丁目２番１３号

9010001075825
会計法第２９条の３第４項及び予決令
第１０２条の４第３号 3,190,000 3,190,000 100.00%

(別紙様式4)（注1）公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に

単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。

（注2）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。
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